
JP 2016-510332 A5 2016.6.23

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成28年6月23日(2016.6.23)

【公表番号】特表2016-510332(P2016-510332A)
【公表日】平成28年4月7日(2016.4.7)
【年通号数】公開・登録公報2016-021
【出願番号】特願2015-555373(P2015-555373)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/198    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/201    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/708    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/198    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/201    　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/06     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/00     １０１　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　
   Ａ６１Ｋ   36/708    　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/04     　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ   31/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年5月2日(2016.5.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｌ－アルギニン、ウンデシレン酸およびダイオウ（Rheum Officinale）抽出物、または
それらの薬学的に許容される塩を含有する、治療配合物（compound）。
【請求項２】
　Ｌ－アルギニン含有量が、約５% w/v～５００% w/vである、請求項１の配合物（compou
nd）。
【請求項３】
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　ウンデシレン酸含有量が、約２% v/v～５０% v/vである、請求項１の配合物（compound
）。
【請求項４】
　ダイオウ（Rheum Officinale）抽出物の含有量が、約０．０２５% w/v～２．５% w/vで
ある、請求項１の配合物（compound）。
【請求項５】
　Ｌ－アルギニン含有量が約５０% w/vであり、ウンデシレン酸含有量が約２０% v/vであ
り、ダイオウ（Rheum Officinale）抽出物の含有量が約０．２５% w/vである、請求項１
の配合物（compound）。
【請求項６】
　さらに、冷感剤または温感剤を含有する、請求項１の配合物（compound）。
【請求項７】
　前記冷感剤がメントールである、請求項６の配合物（compound）。
【請求項８】
　薬学的に許容される賦形剤、希釈剤または担体と組み合わせてなる、請求項１の配合物
（compound）。
【請求項９】
　前記賦形剤、希釈剤または担体が、局所適用に適する、請求項８に記載の配合物（comp
ound）。
【請求項１０】
　治療的に有効量の、Ｌ－アルギニン、ウンデシレン酸およびダイオウ（Rheum Officina
le）抽出物を含有する治療配合物（compound）を含有する、疾患の治療用医薬組成物。
【請求項１１】
　前記疾患が、皮膚疾患、創傷または感染である、請求項１０に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記皮膚疾患が、ざ瘡、乾癬または湿疹である、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　前記感染が、微生物性、ウイルス性または真菌性病原体によって生じる、請求項１１に
記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　前記創傷が、火傷、切傷、刺傷または擦傷である、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　Ｌ－アルギニン含有量が約５０% w/v、ウンデシレン酸含有量が約２０% v/v、およびダ
イオウ（Rheum Officinale）抽出物の含有量が約０．２５% w/vである、請求項１０に記
載の医薬組成物。
【請求項１６】
　(i)請求項１の治療配合物（compound）；および(ii)前記配合物（compound）を使用す
るための説明書を含有する、キット。
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